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外国人労働者の皆さんが職場における感染防止対策の内容を十分に理解

出来るよう、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する

ためのチェックリスト」を10か国語（※）に翻訳しました。

事業主の皆さまは、外国人労働者への教育やミーティングをする機会に、

このチェックリストを活用するなどして、職場の感染症対策の徹底をお願

いします。

※英語、中国語（簡体字）、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、

タイ語、ベトナム語、インドネシア語、カンボジア語、ミャンマー語

（やさしい日本語版もあります。）

職場の新型コロナウイルス感染症対策

外国人労働者の皆さんにも
「正しく伝わっていますか？」

外国人労働者を雇用する事業主の皆さまへ

職場での感染症対策チェックリスト（１０か国語）

外国人労働者は、日本の労働慣行や日本語に習熟していない場合がある

ほか、出身国・出身地域により文化や生活習慣が日本と大きく異なる場合

があります。

そのため、外国人労働者が安心して働くためには、職場における新型コ

ロナウイルス感染症の拡大防止対策の内容を、正しく理解することがなに

よりも重要です。

外国人労働者の皆さんが、職場内、職場外で感染予防の行動を取ること

が出来るよう、出身国特有の文化や生活習慣もふまえた教育やアドバイス

に努めてください。

各言語のチェックリストは、右記にアクセスをしてご確認ください。

（厚生労働省ウェブサイト内）

「裏面」に感染拡大防止のポイントを記載しています。
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「職場」での感染拡大防止ポイント
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「職場外」での感染拡大防止のポイント
寄宿舎や寮など、共同生活をしている場合は、特に以下の取り組みをお願いします。
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席の配置は斜め向かいにしましょう。

（正面や真横はなるべく避ける）

箸やコップの使い回しは避けましょう。

食事は少人数、短時間にしましょう
しょくじ しょうにんずう たんじかん

出身地域によっては日本が寒く感じる

かもしれませんが閉め切りは避けましょう。

こまめに空気を入れ換えましょう
くうき い か

使い回しは避けましょう
どうしても共用する必要がある設備などは

使用前後での手洗いや手指消毒を徹底しましょう。

つか まわ さ

ラッシュを避けての移動に努めましょう。

車内換気に協力しましょう。

大人数での移動や密集を避け、

マスクなしでの会話を控えましょう

おおにんずう いどう みっしゅう さ

かいわ ひか



冬場における「換気の悪い密閉空間」を
改善するための換気の方法

～ 商業施設等の管理者の皆さまへ ～

外気温が低いときに、「換気の悪い密閉空間」を改善する換気と、室温の
低下による健康影響の防止を両立するため、以下の点に留意してください。
 「換気の悪い密閉空間」は新型コロナウイルス感染症のリスク要因の一つに過ぎず、
一人あたりの必要換気量を満たすだけで、感染を確実に予防できるわけではなく、
人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります。

推奨される換気の方法

① 窓の開放による方法

換気機能を持つ冷暖房設備※や機械換気設備が設置されていない、また
は、換気量が十分でない商業施設等は、以下に留意して、窓を開けて換気
してください。
※ 冷暖房設備本体に屋内空気の取り入れ口がある（換気用ダクトにつながっていない）場合、室
内の空気を循環させるだけで、外気の取り入れ機能はないことに注意してください。

 居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持できる範
囲内で、暖房器具を使用※しながら、一方向の窓を常時開けて、連続
的に換気を行うこと。
※ 加湿器を併用することも有効です。

 居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持しようとす
ると、窓を十分に開けられない場合は、窓からの換気と併せて、可搬式の
空気清浄機を併用すること。

 一方向の窓を少しだけ開けて常時換気をする方が、室温変化を抑えられま
す。窓を開ける幅は、居室の温度と相対湿度をこまめに測定しながら調節して
ください。

 人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、少し暖まった状態の新鮮な空
気を人のいる部屋に取り入れること（二段階換気）も、室温変化を抑えるの
に有効です。

 開けている窓の近くに暖房器具を設置すると、室温の低下を防ぐことができま
すが、燃えやすい物から距離をあけるなど、火災の予防に注意してください。

窓開け換気による室温変化を抑えるポイント
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② 機械換気(空気調和設備、機械換気設備)による方法

必要換気量を満たすことのできる機械換気設備等が設置された商業施
設等は、以下のとおり換気を行ってください。
 機械換気設備等の外気取り入れ量等を調整することで、必要換気量
（一人あたり毎時30m3）を確保すること。

 冷暖房設備により、居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ
40%以上に維持すること。

必要換気量を満たしているかを確認する方法として、二酸化炭素濃度測定器を使用し、室
内の二酸化炭素濃度が1000ppmを超えていないかを確認することも有効です。

• 測定器は、NDIRセンサーが扱いやすいですが、定期的に校正されたものを使用してください。校
正されていない測定器を使用する場合は、あらかじめ、屋外の二酸化炭素濃度を測定し、測定
値が外気の二酸化炭素濃度（415ppm～450ppm程度）に近いことを確認してください。

• 測定器の位置は、ドア、窓、換気口から離れた場所で、人から少なくとも50cm離れたところにし
てください。

• 測定頻度は、機械換気があり、居室内の人数に大きな変動がない場合、定常状態での二酸
化炭素濃度を定期的に測定すれば十分です。

• 連続測定は、機械換気設備による換気量が十分でない施設等において、窓開けによる換気を
行うときに有効です。連続測定を実施する場合は、測定担当者に測定値に応じてとるべき行動
（窓開け等）をあらかじめ伝えてください。

• 空気清浄機を併用する場合、二酸化炭素濃度測定は空気清浄機の効果を評価するための
適切な評価方法とはならない※ことに留意してください。
※ HEPAフィルタによるろ過式の空気清浄機は、エアロゾル状態のウイルスを含む微粒子を捕集すること
ができますが、二酸化炭素濃度を下げることはできないためです。

 空気清浄機は、HEPAフィルタによるろ過式で、かつ、風量が毎分5m3程
度以上のものを使用すること。

 人の居場所から10m2(６畳)程度の範囲内に空気清浄機を設置すること。

 空気のよどみを発生させないように、外気を取り入れる風向きと空気清浄機の
風向きを一致させること※。
※ 間仕切り等を設置する場合は、空気の流れを妨げない方向や高さとするか、間仕切り等の間
に空気清浄機を設置するなど、空気がよどまないようにしてください。

空気清浄機を併用する際の留意点

参考


